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コミ協役員ほか・有志１５名により、藤の花後の剪定を行い
ました。花後についた実等を取るために、脚立や軽トラの荷台
に乗せた踏み台等を使い、上を向いての慣れない困難な作業
になりましたが、皆さんは首の痛みなど堪えて頑張りま
した。皆さんのご協力により、休憩をはさみ約２時間かけて
の作業が無事に終りました。来年も綺麗な藤の花を咲かせてく
れると思います。暑い中での作業、皆さん大変お疲れ様でした。

６月１２日（金）藤本にこにこク
ラブの参加者２１名は、旧藤本小学
校体育館にてラジオ体操で体をほぐ
し、ダーツ、ボ-リング、輪投げな
どで体力つくりの後、脳トレにも真
剣に挑戦されました。お昼は、美味
しい仕出し弁当に舌鼓を打ってご満
足の様子。これから暑い季節を迎え
ますが、体調管理に気を付けて元気
にお過ごしてください。

田植えで忙しい時期が一段落した、今日この頃と思います。
本格的な梅雨の時期に入り、毎日うっとうしい季節の真っただ
中。これからは、台風や大雨洪水等の災害発生に備え、市主催
の「地域防災連絡調整会議」を予定されていましたが、新型コ
ロナウイルス感染予防のため中止となり、各自治会自主防災組
織員・消防団員・民生委員の方々には、資料によるお知らせに
なってしまいました。市職員（詰所員担当2名）は昨年と同様
になります。これからの雨期のシ－ズンを迎え、雨の降り方及
び市の情報等には十分注意し、状況によっては、早めの避難
（藤本コミセン・旧藤本小学校）をお願いします。

藤の花剪定・参加者の皆さん
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１０日：第２回コミ協運営委員会 19：00～

〃 藤本にこにこクラブ 13：30～

１２日：知事及び県議会議員選挙 ７：００～

１７日：長寿会役員会 13：30～

２６日：小学校・藤本滝公園草払い 7：5０ 集合

３１日：長寿会健康教室 １３：３０～

第７０回 “ 社会を明るくする運動 ” 薩摩保護区保護司会より

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～
に向けて （ﾒｯｾ-ｼﾞ文のまま掲載）

“ 社会を明るくする運動 “は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。昭和２６年に始まり、毎年多数
の御参加を得ながら広がり、本年、記念すべき第７０回を迎えました。

安全で安心な国づくりのためには、犯罪や非行から立ち直ろうとする人たちを再び地域の輪に迎え入れ、責任ある社会の一
員となるよう支えることで、誰もがやり直し、活躍できる社会を構築することが重要です。保護司を始め地域の皆様が中心とな
り、国、地方公共団体、民間が“ Hand in hand ”、共に手を携え、更生保護のネットワークを広げるべく取り組んでいます。

東京オリンピック・パラリンピックを契機とし、世界から集う多くの方々が、我が国において、温かな励ましの笑顔にあふれた
「明るい社会」、誰もが「RE：スタ－ト」できる社会を体感していただくことは、世界平和にも
通ずるものと確信しております。

“ 社会を明るくする運動 ”の社会的意義を御理解いただき、犯罪のない幸福な社会
づくりに取り組む決意のしるしである「幸福の黄色い羽根」のもと、様々な分野から、多く
の方々が本運動に御参加いただきますように御協力をお願いします。

内閣総理大臣 安倍晋三

藤本滝公園・学校草払いについて

日時・・・７月２６日（日曜日）7：5０集合

公園・学校・・・旧藤本小学校に集合していただいて、作

業場所を決めますので、皆さまの御協力をお願いします。

暑い時期ですので熱中症対策を十分に行ってください。
体調の悪い方は無理のないようにお願いします。

【サロンのお知らせ】

鹿児島県知事選挙及び県議会議員選挙について

日時：７月１２日（日曜日）午前７時より

場所：藤本地区コミセンにて、投票所を開設します。

※県知事選挙は、これから４年間、鹿児島県のかじ取り

をされる方を選ぶものです。

皆さん、必ず投票しましょう！！！

５月２２日（金）藤本
長寿会の皆さんが旧
藤本小学校の草払い
をしてくださいました。
県道沿いと小学校の
隅々まで、丁寧な作
業に皆さんの愛着を
感じました。暑い中、
お疲れさまでした。

◆藤本にこにこクラブ

日 時：７月１0日（金） 13:30～
《コミセンに集まってね！》

予 定：七夕作り

※  介護予防カード・飲物 持参

７月の行事予定

５月３１日（日）藤本
親和会の皆さんが、
藤本滝公園内の草
払いをしてくださいま
した。藤棚周辺、駐
車場、多目的広場付
近、藤本滝周辺など
広い公園内を汗だく
だくで頑張っていただ
きました。お疲れさま
でした。


